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第

十

四

号

議

案

 

  

職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

  

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。

 

  

令

和

八

年

二

月

十

七

日

 

  

提

出

者
 

 

江

戸

川

区

長

 

斉

 
 

藤

 
 

 
 

猛
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職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

職

員

の

育

児

休

業

等

に

関

す

る

条

例

（

平

成

四

年

三

月

江

戸

川

区

条

例

第

三

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

第

十

五

条

第

二

項

中

「

勤

務

時

間

条

例

第

十

六

条

の

三

第

一

項

若

し

く

は

幼

稚

園

教

育

職

員

勤

務

時

間

条

例

第

十

八

条

の

三

第

一

項

」

を

「

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

年

三

月

江

戸

川

区

規

則

第

四

号

。

以

下

「

勤

務

時

間

規

則

」

と

い

う

。

第

二

十

五

条

の

三

第

五

項

若

し

く

は

幼

稚

園

教

育

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

、

休

暇

等

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

（

平

成

十

二

年

三

月

江

戸

川

区

教

育

委

員

会

規

則

第

十

一

号

。

以

下

「

幼

稚

園

教

育

職

員

勤

務

時

間

規

則

」

と

い

う

。

）

第

三

十

条

の

三

第

五

項

」

に

、

「

子

育

て

部

分

休

暇

」

を

「

第

一

号

子

育

て

部

分

休

暇

」

に

改

め

、

同

条

第

三

項

た

だ

し

書

中

「

子

育

て

部

分

休

暇

」

を

「

第

一

号

子

育

て

部

分

休

暇

」

に

改

め

、

同

項

を

同

条

第

四

項

と

し

、

同

条

第

二

項

の

次

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

３

 

勤

務

時

間

規

則

第

二

十

五

条

の

三

第

七

項

又

は

幼

稚

園

教

育

職

員

勤

務

時

間

規

則

第

三

十

条

の

三

第

七

項

に

規

定

す

る

第

二

号

子

育

て

部

分

休

暇

に

係

る

申

出

（

申

出

内

容

の

変

更

に

よ

る

場

合

を

含

む

。

）

を

し

て

い

る

職

員

に

つ

い

て

は

、

第

一

号

部

分

休

業

を

承

認

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

 

第

十

五

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

 

５

 

勤

務

時

間

条

例

第

十

八

条

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

く

規

則

の

規

定

に

よ

る

第

二

号

子

育

て

部

分

休

暇

に

係

る

申

出

（

申

出

内

容

の

変

更

に

よ

る

場

合

を

含

む

。

）

を

し

て

い

る

非

常

勤

） 
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職

員

に

つ

い

て

は

、

第

一

号

部

分

休

業

を

承

認

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

 

第

十

五

条

の

二

第

二

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 
２

 
勤

務

時

間

規

則

第

二

十

五

条

の

三

第

五

項

、

幼

稚

園

教

育

職

員

勤

務

時

間

規

則

第

三

十

条

の

三

第

五

項

又

は

勤

務

時

間

条

例

第

十

八

条

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

く

規

則

に

規

定

す

る

第

一

号

子

育

て

部

分

休

暇

に

係

る

申

出

（

申

出

内

容

の

変

更

に

よ

る

場

合

を

含

む

。

）

を

し

て

い

る

職

員

に

つ

い

て

は

、

第

二

号

部

分

休

業

を

承

認

す

る

こ

と

は

で

き

な

い

。

 

第

十

五

条

の

四

各

号

列

記

以

外

の

部

分

に

次

の

た

だ

し

書

を

加

え

る

。

 

た

だ

し

、

勤

務

時

間

規

則

第

二

十

五

条

の

三

第

七

項

、

幼

稚

園

教

育

職

員

勤

務

時

間

規

則

第

三

十

条

の

三

第

七

項

又

は

勤

務

時

間

条

例

第

十

八

条

第

二

項

の

規

定

に

基

づ

く

規

則

に

規

定

す

る

第

二

号

子

育

て

部

分

休

暇

の

承

認

を

受

け

て

勤

務

し

な

い

時

間

が

あ

る

職

員

に

つ

い

て

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

時

間

か

ら

当

該

第

二

号

子

育

て

部

分

休

暇

の

承

認

を

受

け

て

勤

務

し

な

い

時

間

を

減

じ

た

時

間

と

す

る

。

 

 

付

 

則

 

こ

の

条

例

は

、

令

和

八

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。

 

   

（

説

明

）
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子

育

て

部

分

休

暇

の

取

得

方

法

の

拡

大

に

伴

い

、

部

分

休

業

の

承

認

等

に

係

る

規

定

を

整

備

す

る

必

要

が

あ

る

の

で

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。

 


